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事業 

サービス名称 

北竜町除雪サービス事業 

 

事業 

サービス内容 

除雪に困難をきたしている高齢者等の世帯に対し、除雪サービスを行

います。 

 

対象者 

要件 

負担金 

手続き方法 等 

 

 

【対象者】 

65 歳以上の高齢者以上の高齢者世帯で身体が虚弱な者で自力で除雪

することが困難な世帯と重度身体障がい者世帯（1・2級）の方がご利

用いただけます。 

【除雪範囲】 

①居宅する住宅の屋根雪及び窓周辺をふさいだ雪等の処理とします。 

②除雪範囲の処理が困難な場合は、事業受託者の調査意見を聞き、処

理能力に応じた除雪範囲を決定します。 

【手続き方法】 

北竜町除雪サービス事業利用申請書に必要事項を記入し、北竜町役場

住民課福祉係に提出をして下さい。事業受託者及び民生委員児童委員

の調査意見を基に事業実施の可否及び除雪範囲を決定し、その結果を

北竜町除雪サービス事業利用決定通知書（により申請者に通知します 

【除雪期間】 

12月 1日から翌年の 3月 31日まで。 

【利用料金】 

30分当り１人 250円とし、最後の利用時間が 15分を超える場合は 30

分として計算します。 

 

その他 実施事業所 

北竜町社会福祉協議会【北海道雨竜郡北竜町和１９番地６】 

電話 0164-34-2435 

 

問合せ 

申込み先 

北竜町役場住民課福祉係 

電話 0164-34-2111 

 

情報掲載ｳｪﾌﾞ
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